
出席停止の手続きの変更について

インフルエンザ等の学校感染症に感染した児童生徒は、学校保健安全法第１９条の規定によ

り、一定期間出席停止となります。医師の許可があるまでは、学校を休ませて静養させていた

だくことになります。

太田市におきましては、これまで「学校感染症」に感染した場合に医療機関より、学校に提
出するための「学校感染症通知書」＜別紙１＞ を出していただいておりましたが、令和６年４
月１日より近年の医療機関の状況を受け、「学校感染症通知書」を求めないこととしました。

＜令和６年４月１日からの出席停止に伴う手続きの流れ＞

(1) 主治医から「インフルエンザ等学校感染症」と診断されました。

インフルエンザ・新型コロナの場合 インフルエンザ・新型コロナ以外の場合

例：百日咳、麻しん（はしか）、おたふくかぜ

【インフルエンザ・新型コロナウイルス 風しん、水ぼうそう、プール熱、結核など
感染症による出席停止の通知書】以下

【療養報告書】を学校ホームページから 【学校感染症と出席停止について】以下【報告書】

ダウンロードして印刷 ＜別紙２＞を学校ホームページからダウンロー

ドして印刷

(2)①主治医から説明のあった「学校感染 (2)①主治医から説明のあった「学校感染症」
症」の出席停止期間等を学校に電話で の出席停止期間等を学校に電話で連絡し
連絡します。 ます。
②学校ホームページからダウンロー ②学校ホームページからダウンロード
ドした【療養報告書】に、必要事項を した【報告書】に、日時、学年、氏名、
ご記入ください。 児童生徒氏名をご記入ください。

※学校に出向く場合 ※学校に出向く場合
①学校に出向き、主治医から説明のあ ①学校に出向き、主治医から説明のあっ
った「学校感染症」の出席停止期間等 た「学校感染症」の出席停止期間等を学
を学校に伝えます。 校に伝えます。
②【療養報告書】を受け取ります。 ②【報告書】を受け取ります。

出席停止期間は、学校に登校することはできません。自宅で療養します。

(3)出席停止期間が終わる際に【療養報 (3)出席停止期間が終わる際に、医療機関を
告書】に登校再開日を保護者が記入 受診してください。主治医に、登校可能
して学校に提出してください。 であることを判断していただき【報告書】

※出席停止の基準を満たす必要があり ＜別紙２＞に記入していただきます。
ます。 ※【報告書】を医療機関に持参してください。

児童生徒は、登校する日に【療養報告書】 児童生徒は、登校する日に【報告書】を

を持参し、学校担任に提出してください。 持参し、学級担任に提出してください。


